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岩手県環境保健研究センター動物実験等の適正な実施に関する規程 

 

本規程は 、 「 動物の愛護及び管理に関する法律 （ 昭和 48 年法律第 105 号）」 

( 以下 「 法 」 と い う 。 ) 、 「 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関す

る基準 （ 平成 18 年 4 月環境省告示第 88 号）」 （ 以下 「 飼養保管基準 」 と い

う 。）、  「 厚生労働省の所管する実施機関におけ る動物実験等の実施に関する

基本指針 （ 平成 18 年 6 月厚生労働省通知）」 （ 以下 「 基本指針 」 と い う 。） を

踏ま え 、 日本学術会議が作成 し た 「 動物実験の適正な実施に向けたガ イ ド ラ イ

ン （ 平成 18 年 6 月）」 （ 以下 「 ガ イ ド ラ イ ン 」 と い う 。） を参考に 、 科学的観

点 、 動物愛護の観点及び環境保全等の観点並びに動物実験等を行 う 職員等の安

全確保の観点か ら 、 動物実験等の実施方法を定め る も のであ る 。  

 

第 1 章  総則 

（ 趣旨及び基本原則 ）  

第 1 条  こ の規程は 、 岩手県環境保健研究セ ン タ ー （ 以下 「 当セ ン タ ー 」  と い

う 。） におけ る動物実験等を適正に行 う ため 、 動物実験委員会の設置 、 動物実

験計画の承認手続き等必要な事項を定め る も の と す る 。  

２   動物実験等については 、 法 、 飼養保管基準 、 基本指針 、 「 動物の殺処分方法

に関する指針 （ 平成 7 年総理府告示第 40 号）」 （ 以下 「 処分指針 」 と う 。）、 そ

の他の法令等に定めがあ る も ののほか 、 こ の規程の定め る と こ ろ に よ る も の と

す る 。  

３   動物実験等の実施に当た っ ては 、 法 、 飼養保管基準 、 基本指針 、 処分指針及

びガ イ ド ラ イ ン に則 し 、 動物実験等の実施に際 し て考慮すべき原則であ る代替

法の利用 （ 科学上の利用の目的を達する こ と がで き る範囲において 、 で き る限

り 動物を供する方法に代わ り え る も のを利用する こ と を い う 。）、 使用数の削減

（ 科学上の利用の目的を達する こ と がで き る範囲において 、 で き る限 り その利

用に供される動物の数を少な く す る こ と 等に よ り 実験動物を適切に利用する こ

と を配慮する こ と を い う 。） 及び苦痛の軽減 （ 科学上の利用に必要な限度にお

いて 、 で き る限 り 動物に苦痛を与えない方法に よ っ て し なければな ら ない こ と

を い う 。） の ３ R （ Replacement 、 Reduction 、 Refinement ） に基づき 、 適正に実

施 し なければな ら ない 。  

 

第 ２ 条  こ の規程において 、 次の各号に掲げ る用語の定義は 、 それぞれ当該各号

に定め る と こ ろ に よ る 。  

⑴ 動物実験等  本条第 5 号に規定する実験動物を検査 、 試験研究 、 教育その

他の科学上の利用に供する こ と を い う 。  



⑵ 飼養保管施設  実験動物を恒常的に飼養 も し く は保管する施設設備を い う 。  

⑶ 実験室  実験動物に実験操作 （ 48 時間以内の一時的保管を含む ） を行 う

動物実験室を い う 。  

⑷ 施設等  飼養保管施設及び実験室を い う 。  

⑸ 実験動物  動物実験等の利用に供する ため 、 施設等で飼養又は保管 し てい

る哺乳類 、 鳥類 、 その他の動物を い う 。  

⑹ 動物実験計画  動物実験等の実施に関する計画を い う 。  

⑺ 動物実験実施者  動物実験等を実施する者を い う 。  

⑻ 動物実験責任者  動物実験実施者の う ち 、 動物実験等の実施に関する業務

を統括する者を い う 。  

⑼ 管理者  所長の命を受け 、 実験動物及び施設等を管理する者で 、 副所長

（ 技術 ） を い う 。  

⑽ 飼養者  動物実験責任者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保

管に従事する者を い う 。  

⑾ 管理者等  所長 、 管理者を い う 。  

⑿ 法及び指針等  法 、 飼養保管基準 、 基本指針 、 処分指針及びガ イ ド ラ イ ン 、

その他の法令等に定めがあ る も のを い う 。  

 

第 ２ 章  適用範囲 

第 ３ 条  こ の規程は 、 当セ ン タ ーにおいて実施される哺乳類 、 鳥類 、 その他の動 

物を用い るすべての動物実験等に適用される 。  

２  動物実験責任者は 、 動物実験等の実施を当セン タ ー以外の機関に委託等する

場合 、 委託先において も 、 基本指針又は他省庁の定め る動物実験等に関する基

本指針に基づき 、 動物実験等が実施される こ と を確認する 。  

 

第 ３ 章  所長の責務 

第 ４ 条  こ の規程において 、 所長の責務は 、 それぞれ当該各号に定め る と こ ろ と

す る 。  

⑴ 所長は 、 当セ ン タ ーにおけ る動物実験等の実施に係る最終的な責任者 と し

て統括する 。  

⑵ 所長は 、 動物実験等に係る法及び指針等の規定を踏まえ 、 当セ ン タ ーにお

け る動物実験等の具体的な実施方法を定めた規程等の策定及びそれら の改定

を行 う 。  

⑶ 所長は 、 動物実験等の適正かつ円滑な実施のため 、 動物実験等に係る施設

の飼養環境を整備するな ど 、 必要な措置を講 じ る 。  

⑷ 所長は 、 動物実験計画が本規程に適合 し てい るか否かの審査を行 う な ど 、



適正な動物実験等の実施に必要な事項を検討する ため 、 動物実験委員会を設

置する 。  

⑸ 所長は 、 事前に動物実験責任者が申請 し た動物実験計画又はその変更の承

認の可否を 、 動物実験委員会に諮問 し 、 答申に基づいて当該実験の実施を承

認 、 又は理由を付 し て却下する 。  

⑹ 所長は 、 動物実験等の終了後 、 動物実験責任者か ら動物実験計画の実施結

果について報告を受けた後 、 動物実験委員会に諮問 し 、 答申に基づいて必要

に応 じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講 じ る 。  

⑺ 所長は 、 動物実験実施者及び飼養者に対 し 、 動物実験等の適正な実施及び

実験動物の適正な飼養並びに保管に関する知識を修得させる ための教育訓練

の実施等 、 資質の向上を図る ために必要な措置を講 じ る 。  

⑻ 所長は 、 定期的に当セン タ ーで実施される動物実験等が本規程に適合 し て

い るかについて 、 点検及び評価を行 う と と も に 、 当該点検 ・ 評価の結果につ

いて 、 当所以外の者に よ る検証を実施する こ と に努め る も の と す る 。 ま た 、

当該点検 ・ 評価の結果等について適切な方法に よ り 公開する 。  

 

第 ４ 章  動物実験委員会 

第 ５ 条  動物実験委員会は 、 次の事項を審査 し 、 所長に報告又は助言する 。  

⑴ 動物実験計画が法及び指針等並びに本規程に適合 し てい る こ と  

⑵ 動物実験計画の実施状況及び結果に関する こ と  

⑶ 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関する こ と  

⑷ 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練

の内容又は体制に関する こ と  

⑸ 自己点検 ・ 評価 、 情報公開に関する こ と  

⑹ その他 、 動物実験等の適正な実施のための必要事項に関する こ と  

２  動物実験委員会に関する必要事項は 、 別に定め る 。  

 

第 ５ 章  動物実験等の実施 

（ 動物実験計画の立案 、 審査 、 手続き ）  

第 ６ 条  動物実験責任者は 、 動物実験等に よ り 取得される デー タ の信頼性を確保

する観点か ら 、 次に掲げ る事項を踏ま えて動物実験計画を立案 し 、 所定の動物

実験計画書 （ 様式 １ ） を所長に提出する 。  

⑴ 動物実験等の目的 、 意義及び必要性 

⑵ 代替法を考慮 し て 、 実験動物を適切に利用する こ と  

⑶ 実験動物の飼養数削減のため 、 動物実験等の目的に適 し た実験動物種の選

定 、 動物実験成績の精度 と再現性を左右する実験動物の数 、 遺伝学的及び微



生物学的品質並びに使用条件を考慮する こ と  

⑷ 苦痛の軽減に よ り 動物実験等を適切に行 う こ と  

⑸ 苦痛度の高い動物実験等 、 例えば 、 致死的な毒性試験 、 感染実験等を行 う

場合は 、 動物実験等を計画する段階で人道的エン ド ポ イ ン ト （ 実験動物を激

し い苦痛か ら解放する ための実験を打ち切る タ イ ミ ン グ ） の設定を検討する

こ と  

⑹ 動物実験終了後又は人道的エ ン ド ポ イ ン ト において実験動物を処分する場

合は適切な方法で安楽死処置を行 う こ と  

２  所長は 、 動物実験責任者か ら動物実験計画書 （ 様式 １ ） の提出を受けた と き

は 、 動物実験委員会に審査を付議 し 、 その結果に基づいて承認又は非承認を決

定 し 、 当該動物実験責任者に通知する 。  

３  動物実験責任者は 、 動物実験計画について所長の承認を得た後でなければ 、

動物実験等を行 う こ と がで きない 。  

 

( 実験操作 )  

第 ７ 条  動物実験実施者は 、 動物実験等の実施にあた っ て 、 法及び指針等並びに

本規程に即する と と も に 、 特に以下の事項を遵守する 。  

⑴ 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行 う こ と  

⑵ 動物実験計画書 （ 様式 １ ） に記載された事項を遵守する こ と  

⑶ 安全管理に注意をすべき実験 （ 物理的 、 科学的に危険な材料 、 病原体 ） に

ついては 、 関係法令等及び当セン タ ーにおけ る関連規程 （ 病原体等安全管理

要綱 、 食品等検査業務管理要領 、 病原体等検査業務管理要領 、 廃棄物管理手

順書 ） 等に従 う こ と  

２  動物実験責任者は 、 動物実験計画を実施 し た後 、 所定の動物実験結果報告

（ 様式 ２ ） に よ り 、 使用動物数 、 計画か ら の逸脱の有無 、 成果等について所長

に報告する 。  

 

第 ６ 章  実験動物の飼養及び保管 

第 ８ 条  管理者等は 、 実験動物の飼養及び保管に必要な事項について 、 別に飼養

保管に関する マニ ュ アルを定め 、 動物実験責任者 、 動物実験実施者及び飼養者

に周知 し遵守さ せる 。  

 

第 ７ 章  動物実験施設 

第 ９ 条  管理者等は 、 動物実験施設について 、 次に掲げ る事項を満たすよ う 管理

し 、 適切な維持及び改善に努め る 。  

⑴ 適切な温度 、 湿度 、 換気 、 明る さ等を保つ こ と がで き る構造であ る こ と  



⑵ 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応 じ た飼養設備を有する こ と  

⑶ 床や内壁な ど の清掃 、 消毒等が容易な構造で 、 器材の洗浄や消毒等を行 う

衛生設備を有する こ と  

⑷ 実験動物が逸走 し ない構造及び強度を有する こ と  

⑸ 臭気 、 騒音 、 廃棄物等に よ る周辺環境への悪影響を防止する措置が取られ

てい る こ と  

 

第 ８ 章  安全管理 

（ 危害防止 ）  

第10条  管理者等は 、 逸走 し た実験動物の捕獲の方法等を あ ら か じ め定め る 。  

２  管理者等は 、 人に危害を加え る等の恐れがあ る実験動物が施設等外に逸走 し

た場合には 、 速やかに関係機関に連絡する 。  

３  管理者等は 、 動物実験責任者 、 動物実験実施者及び飼養者が 、 実験動物由来

の感染症にかかる こ と を予防する ため 、 必要な措置を講 じ る 。  

４  管理者等は 、 動物実験責任者 、 動物実験実施者及び飼養者が 、 危険を伴 う こ

と な く 作業がで き る よ う 、 必要な措置を講 じ る 。  

５  管理者 、 動物実験責任者 、 動物実験実施者及び飼養者は 、 実験動物の飼養及

び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接する こ と がな

い よ う 、 必要な措置を講 じ る 。  

 

（ 緊急時の対応 ）  

第11条  管理者等は 、 地震 、 火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあ ら か じ め

作成 し 、 関係者に対 し て周知を図る 。  

２  管理者 、 動物実験責任者 、 動物実験実施者及び飼養者は 、 緊急事態発生時に

おいて 、 実験動物の保護 、 実験動物の逸走に よ る危害防止に努め る 。  

 

第 ９ 章  教育訓練 

第12条  所長は 、 以下に掲げ る事項に関する教育訓練を実施 し 、 動物実験責任者 、

動物実験実施者及び飼養者に受け さ せる 。  

⑴ 法及び指針等並びに当セン タ ーの定め る規程等 

⑵ 動物実験等の方法に関する基本的事項 

⑶ 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項 

⑷ 安全確保 、 安全管理に関する事項 

⑸ その他 、 適切な動物実験等の実施に関する事項 

２  所長は 、 教育訓練の実施日 、 教育内容 、 講師及び受講者名の記録を保存する 。  

 



第10章  自己点検 ・ 評価 ・ 検証 

第13条  所長は 、 動物実験委員会に飼養保管基準及び基本指針への適合性に関 し

て 、 自己点検 ・ 評価を行わせる 。  

２  動物実験委員会は 、 動物実験等の実施状況等に関する自己点検 ・ 評価を行い 、

その結果を所長に報告する 。  

３  動物実験委員会は 、 職員等に自己点検 ・ 評価のための資料を提出させる こ と

がで き る 。  

４  所長は 、 自己点検 ・ 評価の結果について 、 外部の者に よ る検証を受け る よ う

努め る 。  

 

第11章  情報公開 

第14条  所長は 、 当セ ン タ ーにおけ る動物実験等に関する情報 （ 動物実験等に関

する規程 、 実験動物の飼養保管状況 、 自己点検 ・ 評価 ・ 検証の結果 、 動物実験

委員会の構成等の情報等 ） を毎年 １ 回程度公表する 。  

 

第12章  補則 

( 準用 )  

第15条  第 ３ 条第 １ 号に定め る実験動物以外の動物を使用する動物実験等につい

ては 、 飼養保管基準の趣意に沿っ て行 う よ う 努め る 。  

 

（ 違反行為に対する措置 ）  

第16条  所長は 、 本規程の各条項に違反 し た職員等に対 し 、 必要に応 じ て動物実

験停止等の措置を と る こ と がで き る 。  

 

( 雑則 )  

第17条  こ の規程に定め る も ののほか 、 必要な事項は 、 所長が別に定め る 。  

 

附  則 

こ の規程は 、 平成30年 ３ 月 １ 日か ら施行する 。  

 

 

 

 

 

 

 


